
　中間連結貸借対照表　（平成23年９月30日現在）

（単位:　百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

329,447  預 金 5,384,373  

30,187  譲 渡 性 預 金 152,986  

52,412  債 券 313,190  

147,015  ｺ ｰ ﾙ ﾏ ﾈ ｰ 及 び 売 渡 手 形 140,229  

239,195  債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 223,069  

276,498  特 定 取 引 負 債 191,246  

2,220,124  借 用 金 547,252  

4,125,538  外 国 為 替 16  

22,201  短 期 社 債 43,600  

198,368  社 債 163,603  

772,359  そ の 他 負 債 551,702  

48,647  賞 与 引 当 金 4,335  

89,499  役 員 賞 与 引 当 金 22  

159  退 職 給 付 引 当 金 7,085  

16,017  役 員 退 職 慰 労 引 当 金 195  

557,226  利 息 返 還 損 失 引 当 金 29,934  

△184,330  特 別 法 上 の 引 当 金 1  

繰 延 税 金 負 債 381  

支 払 承 諾 557,226  

負 債 の 部 合 計 8,310,453  

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金 512,204  

資 本 剰 余 金 79,461  

利 益 剰 余 金 72,783  

自 己 株 式 △72,558  

株 主 資 本 合 計 591,891  

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 △7,489  

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △12,870  

為 替 換 算 調 整 勘 定 △3,406  

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 △23,766  

新 株 予 約 権 1,357  

少 数 株 主 持 分 60,633  

純 資 産 の 部 合 計 630,116  

資 産 の 部 合 計 8,940,569  負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 8,940,569  

リ ー ス 債 権 及 び リ ー ス 投 資 資 産

そ の 他 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

債 券 繰 延 資 産

繰 延 税 金 資 産

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形

債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

買 入 金 銭 債 権

特 定 取 引 資 産
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　　平成23年4月 1日から
　　平成23年9月30日まで

（単位：　百万円）

科　　　　　目

223,770  

83,123  

（ う ち 貸 出 金 利 息 ） (72,580) 

（ う ち 有 価 証 券 利 息 配 当 金 ） (9,715) 

25,146  

9,340  

85,400  

20,758  

196,882  

22,374  

（ う ち 預 金 利 息 ） (14,966) 

（ う ち 借 用 金 利 息 ） (2,924) 

（ う ち 社 債 利 息 ） (2,828) 

11,269  

2,798  

66,756  

70,751  

22,932  

26,888  

509  

1,635  

25,762  

1,699  

1,799  

3,499  

22,262  

1,911  

20,350  中 間 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

少 数 株 主 損 益 調 整 前 中 間 純 利 益

少 数 株 主 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

特 定 取 引 費 用

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

金　　　額

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

中間連結損益計算書
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中間連結財務諸表の作成方針 

 

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第

４条の２に基づいております。 
 

(1)連結の範囲に関する事項 

① 連結される子会社及び子法人等    123 社 

主要な会社名 

 株式会社アプラスフィナンシャル 

 昭和リース株式会社 

 シンキ株式会社 

 新生フィナンシャル株式会社 

新生信託銀行株式会社 

新生証券株式会社 

 

    なお、NS FIRST ASSET SECURITIZATION SPECIALTY CO., LTD.他３社は設立により、

有限会社エスアイエイウインド２号は支配権の獲得により、パールホワイト・ツー

合同会社は重要性が増加したことにより、当中間連結会計期間から連結しておりま

す。 

また、有限会社シーアールティー･シックス他２社は清算により、有限会社エス・

エル・アストロは重要性が減少したことにより、連結の範囲から除外しております。 

 

② 非連結の子会社及び子法人等     81 社 

主要な会社名 
エス・エル・パシフィック株式会社 

 
     子会社エス・エル・パシフィック株式会社他 65 社は、匿名組合方式による賃貸事

業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子

会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な

取引がないため、中間連結財務諸表規則第５条第１項第２号により、連結の範囲か

ら除外しております。 

また、その他の非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、中間純損

益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分

に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成

績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除

外しております。 

 

 (2)持分法の適用に関する事項 

① 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等  ０社 



 4
 

 

② 持分法適用の関連法人等  16 社 

主要な会社名 

 Comox Holdings Ltd. 

     日盛金融控股股份有限公司 

 

なお、Terwin Holdings LLC は重要性の低下により、持分法の適用対象から除い

ております。 

 

③ 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等  81 社 

主要な会社名 

エス・エル・パシフィック株式会社 

 

④ 持分法非適用の関連法人等  １社 

主要な会社名 

Terwin Holdings LLC 

 

子会社エス・エル・パシフィック株式会社他 65 社は、匿名組合方式による賃貸事

業を行う営業者であり、その資産及び損益は実質的に匿名組合員に帰属し、当該子

会社及びその親会社には帰属しないものであり、かつ、当該子会社との間に重要な

取引がないため、中間連結財務諸表規則第７条第１項第２号により、持分法の対象

から除いております。 

その他の持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は、中間純損

益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及び繰延ヘッジ損益（持分に

見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響

を与えないため、持分法の対象から除いております。 

 

 (3)連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項 

①  連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。 

９月末日 70 社 

１月末日  ３社 

２月末日    １社 

６月末日 44 社 

７月末日    １社 

８月末日    ４社 

 

②  ９月末日以外の日を中間決算日とする連結される子会社及び子法人等のうち９社

については、９月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またそ

の他の連結される子会社及び子法人等については、それぞれの中間決算日の中間財

務諸表により連結しております。 
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中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必

要な調整を行っております。 

 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

会計処理基準に関する事項 

(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、

市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という）の取

引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」

及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算

書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間

連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については

中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。 
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払

利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間

末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結

会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 
なお、特定取引資産及び特定取引負債に含まれる派生商品のみなし決済額の見積に

当たり、流動性リスク及び信用リスクを加味した評価を行っております。 
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

(ｲ) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引を除く）については時価法（売

却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結子会社・子法人等株式及び持分法非適

用の関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時

価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は

移動平均法により算定）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについ

ては移動平均法による原価法により行っております。 
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。 
 (ﾛ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(ｲ)と同じ方

法により行っております。 
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行ってお

ります。 

(4) 買入金銭債権の評価基準及び評価方法  

売買目的の買入金銭債権(特定取引を除く)の評価は、時価法により行っております。 
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(5) 減価償却の方法 

   ① 有形固定資産（借手側のリース資産を除く） 

有形固定資産の減価償却は、建物及び当行の動産のうちパソコン以外の電子計算

機（ＡＴＭ等）については主として定額法、その他の動産については主として定率

法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、

主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物   3 年～50 年 

その他   2 年～20 年 

  ② 無形固定資産（借手側のリース資産を除く） 

       無形固定資産のうち無形資産は、昭和リース株式会社及び新生フィナンシャル株

式会社並びにそれらの連結される子会社及び子法人等に対する支配権獲得時におけ

る全面時価評価法の適用により計上されたものであり、償却方法及び償却期間は次

のとおりであります。 
 
(昭和リース株式会社)  

    償却方法  償却期間 
 商標価値             定額法   10 年  

商権価値（顧客関係）     級数法   20 年 
  契約価値（サブリース契約関係）定額法   契約残存年数による 

 
(新生フィナンシャル株式会社) 
                償却方法  償却期間 

 商標価値             定額法   10 年  
商権価値（顧客関係）     級数法   10 年 

 
  また、のれん及び平成 22 年３月末日以前に発生した負ののれんの償却については、

主として 20 年間で均等償却しております。但し、重要性の乏しいものについては、

発生年度に一括償却しております。 

 
  上記以外の無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、

自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で

定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

 ③ リース資産（借手側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定

資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法によって

おります。なお､残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの

は当該残価保証額とし､それ以外のものは零としております。 

(6) 繰延資産の処理方法 

繰延資産は、次のとおり処理しております。 
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(ｲ) 社債発行費  

社債発行費はその他資産に計上し、社債の償還期間にわたり定額法により償却し

ております。 

また、社債は償却原価法（定額法）に基づいて算定された価額をもって中間連結

貸借対照表価額としております。 

(ﾛ) 債券発行費用 

債券発行費用は債券繰延資産として計上し、債券の償還期間にわたり定額法によ

り償却しております。 
(7) 貸倒引当金の計上基準 

当行及び国内信託銀行子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に

則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」

という）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」とい

う）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価

額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という）に係る債権につ

いては、以下の大口債務者に係る債権を除き、債権額から、担保の処分可能見込額

及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総

合的に判断し必要と認める額を計上しております。 
当行では破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者及び従来よりキャッ

シュ・フロー見積法（後述）による引当を行っていた債務者で、今後の債権の元本

の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができ

る債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、当該キ

ャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿

価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により引き当

てております。また、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債

務者のうち与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、個別的に残存

期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間における予想損失額を引き

当てております。 
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒

実績率等に基づき計上しております。 
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額

を特定海外債権引当勘定として計上しております。 
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部門が資産査定を実施

し、当該部門から独立した資産査定管理部門が査定結果を検証しており、その査定

結果に基づいて上記の引当を行っております。 
国内信託銀行子会社以外の連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般

債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引
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き当てております。 

なお、当行及び一部の連結される子会社では破綻先及び実質破綻先に対する担保・

保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認

められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、

その金額は 184,197 百万円であります。 
(8) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支

給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 

(9) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 
(10) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上

の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 

過去勤務債務   その発生年度の従業員の平均残存勤務期間による定額法に

より損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により按分した額を、主としてそれぞれの発生年

度から損益処理 

なお、当行の会計基準変更時差異（9,081 百万円）については、15 年による按分

額を費用処理することとし、当中間連結会計期間においては同按分額に 12 分の６

を乗じた額を計上しております。 

(11) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、一部の連結される子会社の役員への退職慰労金の支払い

に備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち､当中間連結会計期間末

までに発生していると認められる額を計上しております。 

(12) 利息返還損失引当金の計上基準 

連結される子会社の利息返還損失引当金は、将来の利息返還の請求に伴う損失に

備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。 

なお、新生フィナンシャル株式会社を買収した際に当行が GE ジャパン・ホールデ

ィングス株式会社と締結した新生フィナンシャル株式譲渡契約において、買収後の

新生フィナンシャル株式会社の過払利息返還額について、双方の負担割合を取り決

めているため、新生フィナンシャル株式会社の利息返還損失引当金の算定に際して

は、当該契約条項を勘案しております。 

(13) 特別法上の引当金の計上基準 

特別法上の引当金は、連結される国内証券子会社の金融商品取引責任準備金であ

り、証券先物取引等に関して生じた事故による損失の補填に充てるため、金融商品

取引法第 46 条の５第１項の定めるところにより算出した額を計上しております。 
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  (14) 重要な収益及び費用の計上基準 
(ｲ) 信販業務の収益の計上基準  

信販業務の収益の計上は、期日到来基準とし､主として次の方法によっており

ます。  
 (アドオン方式契約 )  

    総合・個品あっせん       7・8 分法  
  信用保証 (保証料契約時一括受領 )   7・8 分法  
  信用保証（保証料分割受領）   定額法  
 (残債方式契約 ) 

    総合・個品あっせん       残債方式  
  信用保証（保証料分割受領）   残債方式  
 (注 )計上方法の内容は次のとおりであります。  
  ①7･8 分法とは、手数料総額を分割回数の積数で按分し、各返済期日到来の

都度積数按分額を収益計上する方法であります。  
  ②残債方式とは、元本残高に対して一定率の料率で手数料を算出し、各返済

期日の都度算出額を収益計上する方法であります。  
(ﾛ) リース業務の収益の計上基準  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、リー

ス期間中の各期に受け取るリース料を各期においてリース収益として計上し、

当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当額を差し引いた額をリ

ース原価として処理しております。 

なお、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号）適用初年度

開始前に取引が開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

同会計基準適用初年度の前年度末（平成 20 年３月 31 日）における固定資産の

適正な帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の同会計基準適用

初年度期首の価額として計上しております。これにより、リース取引を主たる

事業とする連結される子会社において、原則的な処理を行った場合に比べ、税

金等調整前中間純利益は 1,118 百万円増加しております。 

    (ﾊ) 消費者金融業務の収益の計上基準  
消費者金融専業の連結される子会社の貸出金に係る未収利息については、利

息制限法上限利率又は約定利率のいずれか低い利率により計上しております。  
 (15) 外貨建資産・負債の換算基準 

当行の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す非連結子会

社・子法人等株式及び関連法人等株式を除き、中間連結決算日の為替相場による円

換算額を付しております。 

連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの中間

決算日等の為替相場により換算しております。 
(16）重要なヘッジ会計の方法 

(ｲ) 金利リスク・ヘッジ 
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延
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ヘッジによっております。 
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下「業種別監査委員会報告

第24号」という）に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、相

場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段

である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してお

ります。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性を評価しております。 
一部の連結される子会社及び子法人等のヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジ又は金

利スワップの特例処理によっております。 
(ﾛ) 為替変動リスク・ヘッジ 

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方

法は、繰延ヘッジ又は時価ヘッジによっております。 
「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告

第25号」という）に規定する繰延ヘッジのヘッジ有効性評価の方法については、外

貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘ

ッジの有効性を評価しております。 
また、外貨建有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前に

ヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外

貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとし

て繰延ヘッジ及び時価ヘッジを適用しております。 
(ﾊ) 連結会社間取引等 

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の 
内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨ス

ワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意

性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した

運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる

収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。 

（17）消費税等の会計処理 
当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によっております。 

（18）連結納税制度の適用 

当行及び一部の国内の連結される子会社は、当行を連結納税親会社として、連結 

納税制度を適用しております。 
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追加情報 
 当中間連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号平成 21 年 12 月

４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第 24 号平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 
 なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第

14 号）に基づき、当中間連結会計期間の「償却債権取立益」は、「その他経常収益」に計

上しております。 
 
 
 
注記事項 
（中間連結貸借対照表関係）  

  １. 関係会社の株式及び出資金総額（連結される子会社及び子法人等の株式及び出資

金を除く）37,287百万円 

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券及び現金

担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保

として受け入れている有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処

分できる権利を有する有価証券で、（再）担保に差し入れている有価証券は4,164百

万円、当中間連結会計期間末に当該処分をせずに所有しているものは31,200百万円

であります。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は14,997百万円、延滞債権額は274,174百万円であ

ります。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していること

その他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未

収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不

計上貸出金」という）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１

項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じてい

る貸出金であります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸

出金であります。 

「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額は 291 百万円、延滞

債権額は 4,391 百万円であります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は1,796百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３

月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものでありま

す。 

「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、３カ月以上延滞債権は 326 百万円

であります。 
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５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は54,978百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とし

て、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有

利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に

該当しないものであります。 

「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、貸出条件緩和債権額は 2,416 百万

円であります。 

６．貸出金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件

緩和債権額の合計額は345,946百万円であります。 

    「その他資産」に含まれる割賦売掛金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ

月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は 7,425 百万円であります。 

なお、上記３.から６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）に基づき金融取引とし

て処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手

形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を

有しておりますが、その額面金額は4,491百万円であります。 

８．ローン・パーティシペーションで、平成７年６月１日付日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理した貸出

金元本の当中間連結会計期間末残高の総額は、19,944百万円であります。 

９．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

現金預け金                197百万円 

特定取引資産                       23,644百万円 

金銭の信託                          1,752百万円 

有価証券               911,665百万円 

貸出金               222,215百万円 

リース債権及びリース投資資産    82,947百万円 

その他資産             21,462百万円 

担保資産に対応する債務 

預金                   702百万円 

コールマネー及び売渡手形     140,000百万円 

  債券貸借取引受入担保金       214,707百万円 

借用金                254,629百万円 

社債                15,952百万円 

その他負債               17百万円 

支払承諾                      922百万円 

上記のほか、為替決済、スワップ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代

用として、有価証券426,111百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は927百万円、保証金は14,810百万円、 
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デリバティブ取引の差入担保金は28,990百万円であります。 

10．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実 

行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定

の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融

資未実行残高は、4,123,449百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のも

の又は任意の時期に無条件で取消可能なものが3,914,763百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、

金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結

される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要

に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めて

いる社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保

全上の措置等を講じております。 

11. その他資産には、割賦売掛金 324,403 百万円が含まれています。 

12．有形固定資産の減価償却累計額 53,395 百万円 

13. のれん及び負ののれんは相殺して無形固定資産に含めて表示しております。 

相殺前の金額は､次のとおりであります。 

  のれん   51,329 百万円 

  負ののれん  5,804 百万円            

差引額   45,524 百万円 

    14．無形固定資産には、連結される子会社に対する支配権獲得時における全面時価評

価法の適用により計上された無形資産 18,278 百万円が含まれております。 

15．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後

特約付借入金 93,000 百万円が含まれております。 

16. 社債には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特

約付社債 142,000 百万円が含まれております。 

17．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）に   

よる社債に対する当行の保証債務の額は43,961百万円であります。 

18. １株当たり純資産額 214円７銭 
19．銀行法施行規則第17条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基

準）10.46％ 
 
 

（中間連結損益計算書関係） 
１．その他業務収益には、リース収入 46,535 百万円を含んでおります。 

２．その他経常収益には、株式等売却益 7,151 百万円、償却債権取立益 5,986 百万円

及び金銭の信託運用益 4,056 百万円を含んでおります。 

３ ．その他業務費用には、リース原価 39,487 百万円を含んでおります。 
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４ ．営業経費には、のれん償却額 4,001 百万円及び連結される子会社に対する支配権

獲得時における全面時価評価法の適用により計上された無形資産の償却額 2,242 百

万円を含んでおります。 

５. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額 11,540 百万円、株式等償却 5,395 百万

円及び貸出金償却 4,160 百万円を含んでおります。 

６．特別損失には、固定資産の減損損失 906 百万円を含んでおります。このうち 767

百万円は、当行において、事業環境等を勘案し、移転・統合により廃止を決定した

店舗等の資産や、システム更新等により遊休化したソフトウェアについて、回収可

能価額をゼロとして帳簿価額全額を減損したものであります。その固定資産の種類

ごとの減損損失の内訳は、有形固定資産 280 百万円及び無形固定資産 486 百万円で

あります。 

７．１株当たり中間純利益金額     ７円 66 銭 

８．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の、希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

９．中間包括利益 25,305 百万円 

 

 
（金融商品関係） 

金融商品の時価等に関する事項 

平成23年9月30日における中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、

次表には含めておりません（（注２）参照）。また、重要性の乏しい科目等は次表には含め

ておりません。 
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（単位：百万円） 

 中間連結貸借

対照表計上額
時価 

差額 

（△は損）

(1) 現金預け金 329,447 329,447 －

(2) コールローン及び買入手形 30,187 30,187 －

(3) 債券貸借取引支払保証金 52,412 52,412 －

(4) 買入金銭債権 

   売買目的の買入金銭債権 

   その他の買入金銭債権（*1） 

79,783

65,909

 

79,783 

66,209 

－

299

(5) 特定取引資産 

   売買目的有価証券 64,537

 

64,537 －

(6) 金銭の信託（*1） 276,145 278,749 2,604

(7) 有価証券 

売買目的有価証券 

     満期保有目的の債券 

     その他有価証券 

      関連法人等株式 

 

781

669,159

1,428,556

18,202

 

781 

677,408 

1,428,556 

16,905 

－

8,249

－

△1,297

(8) 貸出金（*2） 

     貸倒引当金 

4,125,538

△123,572

 

 4,001,966 4,104,906 102,939

(9) リース債権及びリース投資資産（*1） 193,716 199,038 5,321

(10) その他資産 

   割賦売掛金 

    割賦利益繰延 

    貸倒引当金 

324,403

△11,754

△9,486

 

 303,162 322,913 19,750

資産計 7,513,969 7,651,836 137,867

(1) 預金 5,384,373 5,418,088 △33,715

(2) 譲渡性預金 152,986 152,939 47

(3) 債券 313,190 314,676 △1,485

(4) コールマネー及び売渡手形 140,229 140,229 －

(5) 債券貸借取引受入担保金 223,069 223,069 －

(6) 特定取引負債 

   売付商品債券 34,781

 

34,781 －

(7) 借用金 547,252 542,138 5,114

(8) 短期社債 43,600 43,600 △0

(9) 社債 163,603 145,861 17,742

負債計 7,003,087 7,015,386 △12,298

デリバティブ取引（*3） 

  ヘッジ会計が適用されていないもの 

  ヘッジ会計が適用されているもの 

△12,030

△10,650

 

△12,030 

△10,650 

－

－

デリバティブ取引計 △22,680 △22,680 －

 

（単位：百万円） 

 契約額等 時価 

その他 

債務保証契約（*4） 557,226 △3,578
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（*1） 買入金銭債権、金銭の信託並びにリース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当

金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しておりま

す。 

（*2）貸出金のうち、連結子会社が保有する消費者金融債権（517,753 百万円）について、

将来の利息返還の請求に伴う損失に備えるため、29,934 百万円の利息返還損失引当金を計

上しております。 

（*3）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括

して表示しております。 

デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債

務となる項目については、△で表示しております。 

（*4）債務保証契約の「契約額等」は、「支払承諾」の中間連結貸借対照表計上額を記載し

ております。 

 

（注 1） 金融商品の時価の算定方法 

資産 

(1) 現金預け金 

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

を時価としております。満期のある預け金については、預入期間が短期間（6 ヶ月以内）

であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を

時価としております。 

(2) コールローン及び買入手形、及び(3) 債券貸借取引支払保証金 

約定期間が短期間（3 ヶ月以内）であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(4) 買入金銭債権 

買入金銭債権については、取引金融機関から提示された価格又は割引現在価値によって

算定した価格によっております。 

(5) 特定取引資産 

トレーディング目的で保有している債券等の有価証券については、市場価格又は取引金

融機関から提示された価格によっております。 

(6) 金銭の信託 

金銭の信託については、信託財産の構成物である資産の内容に応じて、割引現在価値等

によって算定した価格を時価としております。 

なお、満期保有目的の金銭の信託及びその他の金銭の信託に関する注記事項については

「（金銭の信託関係）」に記載しております。 

(7) 有価証券 

株式は取引所の価格によっております。債券は市場価格、取引金融機関から提示された

価格又は割引現在価値によって算定した価格によっております。 

 なお、満期保有目的の債券及びその他有価証券に関する注記事項については「（有価証券

関係）」に記載しております。 
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(8) 貸出金 

貸出金のうち、固定金利によるものは約定キャッシュ・フローを、変動金利によるもの

は中間連結決算日時点のフォワードレートに基づいた見積りキャッシュ・フローを、見積

期間に対応したリスクフリーレートに内部格付に対応した CDS スプレッド等（担保考慮後）

の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。なお、住宅ローンは、

同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。ま

た、消費者金融債権は、商品種類や対象顧客に基づく類似のキャッシュ・フローを生み出

すと考えられる単位ごとに、期待損失率を反映した見積りキャッシュ・フローを、見積期

間に対応したリスクフリーレートに一定の経費率等を加味した利率で割り引いて時価を算

定しております。 

 破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、キャッシュ・フロー見

積法又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時

価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表価額から貸倒引当金計上額を控除した金

額に近似しており、当該価額を時価としております。 

(9) リース債権及びリース投資資産 

リース債権及びリース投資資産は、リース対象資産の商品分類等に基づく単位ごとに、

主として約定キャッシュ・フローを、リスクフリーレートに信用リスク及び一定の経費率

等を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 

(10) 割賦売掛金 

割賦売掛金については、商品種類に基づく単位ごとに、主として期限前返済による影響

を反映した見積りキャッシュ・フローを、リスクフリーレートに信用リスク及び一定の経

費率等を加味した利率で割り引いて時価を算定しております。 

 

負債 

(1) 預金、及び(2)譲渡性預金 

当座預金、普通預金など預入期間の定めがない要求払預金については、中間連結決算日

に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、その他の預金

で預入期間があっても短期間（6 ヶ月以内）のものは、時価が帳簿価額に近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としております。 

定期預金の時価は、満期までの約定キャッシュ・フローを、同様の預金を新規に受け入

れる際に使用する利率で割り引いて時価を算定しております。 

(3) 債券、及び(9)社債 

公募債で市場価格の存在するものについては、当該市場価格を時価としております。 

市場価格のない MTN プログラムによる社債又は債券の時価については、見積りキャッシ

ュ・フローを直近 3 ヶ月の法人預金及び金融債による実績調達金利の平均値に基づいた利

率によって、また個人向け金融債（財形、リッチョー）については、直近月発行の調達実

績利率によって割り引いて時価を算定しております。 

期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前

償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフリー

レートに当行の CDS スプレッドを加味した利率によって割り引いて時価を算定しておりま
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す。 

(4) コールマネー及び売渡手形、及び(5)債券貸借取引受入担保金 

約定期間が短期間（3 ヶ月以内）であるものがほとんどを占め、時価は帳簿価額と近似

していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

(6) 特定取引負債 

トレーディング目的の売付商品債券については、市場価格によっております。 

(7) 借用金 

借用金のうち、固定金利によるものは約定キャッシュ・フロー（金利スワップの特例処

理の対象とされた借用金については、その金利スワップのレートを反映したキャッシュ・

フロー）を、変動金利によるものは中間連結決算日時点のフォワードレートに基づいた見

積りキャッシュ・フローを、各社の信用リスクを反映した調達金利により割り引いて時価

を算定しております。 

期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、期

限前償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを、見積期間に対応したリスクフ

リーレートに当行の CDS スプレッドを加味した利率によって割り引いて時価を算定してお

ります。 

(8) 短期社債 

約定期間が短期間（６ヶ月以内）のものは、時価が帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額を時価としております。 

約定期間が短期間でないものは、約定キャッシュ・フローを、各社の信用リスクを反映

した調達金利により割り引いて時価を算定しております。 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引は、取引所の価格、割引現在価値やオプション価格計算モデル等によ

り算出した価額によっております。 

 

その他 

債務保証契約 

契約上の保証料の将来キャッシュ・フローと同様の新規契約を実行した場合に想定され

る保証料の将来キャッシュ・フローとの差額を割り引いて算定した現在価値を時価として

おります。 

 

（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金

融商品の時価情報の「資産（7）有価証券」には含まれておりません。 

（百万円） 

区分 中間連結貸借対照表計上額 

①非上場株式（*1）（*2） 30,189 

②組合出資金等（*1）（*2） 73,235 

合計 103,424 
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（*1）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め

られることから時価開示の対象とはしておりません。また、組合出資金等のうち、組

合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成さ

れているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

（*2）当中間連結会計期間において、非上場株式について 31 百万円、組合出資金等につい

て 827 百万円の減損処理を行っております。 
 

 

（有価証券関係） 

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の有価証券として会計

処理している信託受益権が含まれております。 

 

１．満期保有目的の債券（平成23年９月30日現在） 

 
種類 

中間連結貸借 
対照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

国債 554,642 559,770 5,127

社債 27,672 28,080 407

その他 37,433 40,754 3,320

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えるもの 
小計 619,748 628,604 8,855

国債 40,102 40,072 △30

社債 - - -

その他 9,307 8,731 △575

時価が中間連結貸

借対照表計上額を

超えないもの 
小計 49,410 48,803 △606

合計 669,159 677,408 8,249

 
２．その他有価証券（平成23年９月30日現在） 

 
種類 

中間連結貸借 
対照表計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 4,904 3,821 1,082

債券 923,725 920,893 2,832

国債 843,179 841,101 2,077

地方債 1,790 1,734 56

社債 78,755 78,056 698

その他 68,781 65,638 3,143

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えるもの 

小計 997,410 990,352 7,058

株式 8,873 9,724 △851

債券 331,139 334,654 △3,514

国債 166,529 167,418 △888

地方債 - - -

社債 164,609 167,235 △2,625

その他 109,496 114,590 △5,093

中間連結貸借対照

表計上額が取得原

価を超えないもの

小計 449,509 458,968 △9,459
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合計 1,446,920 1,449,321 △2,401

（注）中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次の

とおりであります。 

 金額(百万円) 

評価差額 

その他有価証券 △2,401

時価を把握することが極めて困難な有価証券に

区分している投資事業有限責任組合等の構成資

産であるその他有価証券等 

△19

流動性が乏しいことにより過年度に「その他有

価証券」から「満期保有目的の債券」へ保有目

的を変更した有価証券 

△5,153

（＋）繰延税金資産 9

その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前） △7,564

（△）少数株主持分相当額 △6

（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に

係る評価差額金のうち親会社持分相当額 
68

その他有価証券評価差額金 △7,489

 

３．減損処理を行った有価証券 

有価証券（売買目的有価証券を除く。）で時価のあるもののうち、当該有価証券の時

価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、原則として時価が取得原価ま

で回復する見込みがないものとみなして、当該時価をもって中間連結貸借対照表価額

とし、評価差額を当中間連結会計期間の損失として処理(以下、「減損処理」という)

しております。 

当中間連結会計期間におけるこの減損処理額は7,617百万円（うち、株式4,094百万

円、社債2,250百万円、その他の証券1,272百万円）であります。 

時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準における

有価証券発行会社の区分毎に次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落  

要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落 

正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落 

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会

社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営

破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注

意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、

実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 
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（金銭の信託関係） 

その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成23年９月30日現在） 

   中間連結貸

借対照表計

上額 
（百万円） 

取得原価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

う ち 中 間

連 結 貸 借

対 照 表 計

上 額 が 取

得 原 価 を

超 え る も

の 
(百万円) 

う ち 中 間

連 結 貸 借

対 照 表 計

上 額 が 取

得 原 価 を

超 え な い

もの 
(百万円) 

その他の金銭の

信託 
 

130,797 130,797 -
 

- -

（注）「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対

照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 
 
なお、満期保有目的の金銭の信託はありません。 

 
 
（ストック・オプション等関係） 

１．ストック・オプションにかかる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  営業経費  ４百万円  

 

２．権利不行使による失効に伴い、当中間連結会計期間において利益として計上した金   

  額 

59 百万円 

 

３．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

   該当ありません。 
 
 
（企業結合等関係） 

・共通支配下の取引等 

 当行は、平成 23 年 6 月 22 日締結の基本合意書に基づき、平成 23 年 9 月 30 日付で当行

の連結される子会社である新生フィナンシャル株式会社との間で事業譲渡契約を締結し、

平成23年 10月１日付で当該事業譲渡契約に基づいて同社の事業の一部を譲り受けました。 

 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結

合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

（１） 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  消費者金融業 
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事業の内容   新生フィナンシャル株式会社の消費者金融業に係る事業の一 

部（同社が貸金業者として締結した貸付契約にかかる一切の 

債権及び債務（過払金返還債務を含む）並びに同契約上の地 

位を除く） 

（２） 企業結合日 

平成 23 年 10 月１日 

（３） 企業結合の法的形式 

   当行を譲受会社、新生フィナンシャル株式会社を譲渡会社とする事業譲渡 

（４）結合後企業の名称 

    株式会社新生銀行  

（５）取引の目的を含む取引の概要 

既に一定の顧客認知度を有する「レイク」ブランドを活用して銀行本体で本

格的な個人向け無担保ローンサービス（｢新生銀行カードロ－ン レイク｣ブ

ランド）を提供することにより収益力の向上に繋げるとともに、この分野に

おけるリーディングカンパニーとして健全な個人向け無担保ローン市場の形

成に貢献することを目的に、新生フィナンシャル株式会社より｢レイク｣の商

標権、無人店舗、ATM、ACM（自動契約機）、及びその他の消費者金融業に係る

資産・負債の一部（同社が貸金業者として締結した貸付契約にかかる一切の

債権及び債務（過払金返還債務を含む）並びに同契約上の地位を除く）を譲

り受けたものです。 

 

２．実施した会計処理の概要 

｢企業結合に関する会計基準｣（企業会計基準第 21 号平成 20 年 12 月 26 日）及び｢企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第

10 号平成 20 年 12 月 26 日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 
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